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出時と一緒に手続することになっています。

⑶ 厚生年金保険の給付等

　　①　保険料率　153.50／1,000（平成21年９月から157.04／1,000に改正予定）

　　　・被保険者と事業主が半分ずつ負担します。

　　　・標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。

　　　・総報酬制の導入により賞与からも毎月の保険料と同率の保険料の納付があります。

（ただし、上限は150万円となります。）

　　②　保険給付の種類

　　　　　老齢厚生年金

　　　　　障害厚生年金・障害手当金

　　　　　遺族厚生年金

５　退 職 金 制 度

⑴ 中小企業退職金共済（中小企業退職金共済法）

　　　従業員のための退職金制度です。

　　①　掛　金　月　額

　　　　一般従業員　　最低限　5,000円　　最高額　30,000円（16種類）

　　　　パート従業員　　最低限　2,000円　　最高額　30,000円（19種類）

　　　　※　掛金の負担は、全額事業主が負担（事業経費）します。

　　②　国　の　助　成

　　　ア　新たに加入する事業主に、掛金の１／２（上限5,000円）を加入後４か月目から

１年間、国の助成があります。

　　　イ　18,000円以下の掛金日額の増額に対して増額分の１／３を増額月から１年間、国

の助成があります。

　　③　基本退職金額（掛金10,000の場合）の例

　　　　　３年　360,000円　　５年　　608,200円

　　　　　７年　867,600円　　10年　 1,265,600円

　　　　退職金＝基本退職金＋付価退職金

　　　　※付価退職金は、予定運用利回りを上回った場合に上積みする退職金。

　　　ア　退職金は、従業員に事業団から直接支払われます。

　　　イ　退職金は、税法上退職所得とされます。

　　④　契 約 の 締 結

　　　　中小企業者が、中小企業退職金共済事業団と『退職金共済契約』を締結します。

　　⑤　加入の申込み

　　　　各金融機関
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⑵ 小規模企業共済（小規模企業共済法）

　　　事業主のための退職金制度です。

　　①　加入できる者

　　　ア．常時使用する従業員の数が20人以下の農業、建設業、製造業、運輸業等（商業、

サービス業等は５人以下）の個人事業主及び会社の役員

　　　イ．事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員

　　　ウ．常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

　　②　毎月の掛金

　　　　最低1,000円で500円きざみ、最高70,000円まで

　　③　共済金の種類

　　　　共 済 金 Ａ　（事業の廃止……個人事業主の死亡、会社等の解散により退任したと

き等）

　　　　共 済 金 Ｂ　（会社等の役員が死亡、疾病、負傷により退任したとき等）

　　　　　　　　　　老齢給付……65才で180ヶ月以上掛金納付の場合

　　　　準 共 済 金　（会社の役員が解散、死亡、疾病、負傷以外の理由で退任したとき等）

　　　　解約手当金　（上記以外の理由で解散するとき）

　　④　基本共済金の支払額

　　　　一時金支払い方式で支給希望の場合　掛金月額10,000円の例

　　　　実際の共済金は、この基本共済金に付価共済金がある場合には、その額が加算され

支給されます。

　　　　　※　共済金は、税法上退職所得扱いです。

　　　　　※　準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に支払われます。

　　　　　　　（12か月未満の場合は掛け捨て）

　　⑤　加入の申込み

　　　　金融機関（代理店）の窓口で

　　⑥　共済契約の成立

　　　　加入申込を中小企業事業団が承諾したときに、その申込みをした日にさかのぼり成

立します。

５年目
（60ヶ月目）

10年目
（120ヶ月目）

15年目
（180ヶ月目）

掛金合計 600,000円 1,200,000円 1,800,000円

共済金Ａ 621,400円 1,290,600円 2,011,000円

共済金Ｂ 614,600円 1,260,800円 1,940,000円

準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円
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６　援助・助成金の活用

　　さきに記載した、２．雇用保険④の雇用保険法による『二事業』等により各種の援助・

助成制度があります。（別紙参照）

　　このうち農業法人の経営にあたって、最も多く活用されると思われる制度を記載します。

⑴ 特定求職者雇用開発助成金

　　　従業員の雇用確保に関連して、この援助・助成金の活用をお勧めします。

　　①　受給できる事業主

　　　　公共職業安定所の紹介により、高年齢者（60歳以上65歳未満の求職者）などを継続

して雇用する労働者として雇入れし、助成金の支給終了後も相当期間雇用することが

確実である事業主（その他条件あり）

　　②　受給できる額

　　　　雇入れ後１年間（例外あり）に対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当す

る額として算定した額の１／３（中小企業）

　　③　手　続　き　先

　　　　公共職業安定所

７　農業経営と労働基準法

　　農業の事業に従事する労働者（林業従事者は除く）については、天候などの自然条件に

左右される業務であるため、労働基準法上、下記の事項が適用除外となっています。

　①　法定労働時間

　②　非常災害時の時間外・休日労働

　③　休　　　　憩

　④　休　　　　日

　⑤　時間外・休日労働

　⑥　時間外・休日労働の割増賃金

　⑦　年少者の労働時間・休日

　⑧　女子の労働時間・休日

　　　（注）年少者及び女子の深夜業禁止、深夜業に対する割増賃金、年次有給休暇につい

ては、適用除外はされません。
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［支給の対象］
代表的な要件で整理したものです。

雇 用 の 維 持 等

再 就 職 支 援 等

新 た な 雇 入 れ 等

ト ラ イ ア ル 雇 用

創 業

能 力 開 発 等

中小企業のための各種給付金

介護労働者の雇用管理改善等

パートタイム労働者の均衡待遇推進等

育児・介護労働者の
雇用管理改善等

建設労働者の雇用改善等

障害者の雇用の促進および雇用の継続

※一部、一般会計から支出されます。

［取扱機関について］最寄りの機関にお問い合わせ下さい。
　局……都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）　　雇……（独）雇用・能力開発機構　都道府県センター　　　　　　　　
　21……（財）21世紀職業財団　地方事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　［給付金名（（　）は給付金内のメニュー）］

　１．雇用調整助成金………………………………………………………………………………………
　２．定年引上げ等奨励金

（中小企業定年引上げ等奨励金：70歳定年引上げ等モデル企業助成金：中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金）
 …………

　３．〔労働移動支援助成金〕（求職活動等支援給付金：再就職支援給付金） ………………………………………

()※４．特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金：緊急就職支援者雇用開発助成金） ………………
　５．地域雇用開発助成金

（雇用開発奨励金：中核人材活用奨励金：沖縄若年者雇用促進奨励金：地方再生中小企業創業助成金）
 …………………

　６．通年雇用奨励金………………………………………………………………………………………

()※７．試行雇用奨励金………………………………………………………………………………………
　８．雇用支援制度導入奨励金……………………………………………………………………………
　９．若年者雇用促進特別奨励金…………………………………………………………………………
　10．精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用加算奨励金…………………………

　11．〔自立就業支援助成金〕（受給資格者創業支援助成金） ……………………………………………………
　12．〔自立就業支援助成金〕（高年齢者等共同就業機会創出助成金） ……………………………………………

　13．職場適応訓練費………………………………………………………………………………………
　14．キャリア形成促進助成金

（訓練等支援給付金：職業能力評価推進給付金：地域雇用開発能力開発助成金：中小企業雇用創出等能力開発助成金）
 …………

　15．〔人材確保等支援助成金〕
（中小企業人材確保推進事業助成金：中小企業基盤人材確保助成金：中小企業人材能力発揮奨励金）

 ……………………

　16．試行雇用奨励金（技能継承トライアル雇用） ……………………………………………………………
　17．中小企業雇用安定化奨励金…………………………………………………………………………

　18．〔人材確保等支援助成金〕（介護基盤人材確保助成金） …………………………………………………
　19．〔人材確保等支援助成金〕（介護雇用管理助成金） ………………………………………………………
　20．介護福祉助成金………………………………………………………………………………………

　21．短時間労働省均衡待遇推進等助成金………………………………………………………………

　22．〔育児・介護雇用安定等助成金〕（中小企業子育て支援助成金） …………………………………………
　23．〔育児・介護雇用安定等助成金〕（両立支援レベルアップ助成金） ………………………………………
　24．〔育児・介護雇用安定等助成金〕（育児休業取得促進等助成金（育児休業取得促進措置：短時間勤務促進措置）） …………

　25．〔人材確保等支援助成金〕
（建設教育訓練助成金：建設事業主雇用改善推進助成金：建設事業主団体雇用改善推進助成金）

 ………………………

　26．障害者雇用納付金制度に基づく助成金……………………………………………………………
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　　　　　　　高障……（独）高齢・障害者雇用支援機構　　　　介……（財）介護労働安定センター

厚生労働省「雇用の安定のために　事業主の方への給付金のご案内」より　　

　各種助成金は、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用
状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給されます。
　支給要件、支給額、手続き等については、「問い合わせ先」にご照会下さい。

（このパンフレットの記述は平成20年10月１日現在のものです。）
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［支給対象となる事業主］

事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主

定年の引上げや定年の定めの廃止を実施した事業主等

離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じた事業主

新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を雇い入れた事業主
雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業した事業主

又は中核人材労働者を雇い入れた事業主
季節労働者の雇用の安定を図った事業主

中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れた事業主

精神障害者をステップアップ雇用により雇い入れた事業主

雇用保険の受給資格者が、創業した法人等の事業主
高年齢者等が共同して創業した法人の事業主

雇用保険の受給資格者等に職業訓練等を受講させた事業主

労働者に職業訓練等を受講させた事業主

労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理改善等を行った中小企業事業主等

有期契約労働者を通常の労働者（正社員）に転換させた中小企業事業主

介護労働者の雇用管理の改善を行った事業主

パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇推進のための措置を講じた事業主

育児・介護を行う労働者の雇用の安定に資する措置を講じた事業主等又は、
育児休業者又は介護休業者に対して職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る措置を講じた事業主
労働者に対して育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行う事業主

建設労働者の雇用の改善を図る事業主等

障害者の雇用にあたって施設・設備の整備等や雇用管理等を図る事業主
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